
地
域
の
歴
史

や
文
化
を
知
る

上
で
大
切
な
遺

跡
は

文
化
財

保
護
法
に
よ
り
保
護
さ
れ

勝
手
に
掘
り

返
す
こ
と
や

そ
の
上
に
建
物
を
建
て
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

市
内
に
は

カ
所
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ

29

て
お
り

遺
跡
ま
た
は
そ
の
周
辺
で
土
木

工
事

住
宅
建
設
を
す
る
場
合
は
事
前
協

議
が
必
要
で
す

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ

社
会
教
育
Ｇ

緯
○88

高
等
学
校

高
等
専
門
学
校

専
修
学

校
な
ど
に
在
学
す
る
方

※
対
象
に
な
ら
な
い
学
校
も
あ
り
ま
す

▼
必
要
な
も
の

年
金
手
帳

印
鑑

学

生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

◎
平
成

年
度
に

学
生
納
付
特
例
を

承
認
さ
れ
た
方
は

平
成

年
度
も
同
じ
学
校
に
在
学
す
る

23

方
は

学
生
納
付
特
例
申
請
書

は
が
き

が

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付

さ
れ
ま
す
の
で

必
要
事
項
を
記
入
し
送

付
す
る
こ
と
で

学
生
納
付
特
例
の
申
請

が
で
き
ま
す

◎
保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

承
認
期
間
は

将
来
受
け
る
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が

年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん

承
認
さ
れ
た
期

間
の
保
険
料
は

年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

10

の
ぼ

て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ

年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

緯
○85

学
生
も

歳
に
な
る
と

国
民
年
金
に

20

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

学
生
に
は

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定

以
下
の
場
合

申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

学
生
納
付

特
例
制
度

が
あ
り
ま
す

届
け
出
を
せ
ず
に

未
納
の
ま
ま
放
置

し
て
い
る
と

万
一

事
故
や
病
気
で
重

い
障
が
い
が
残

て
も
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

必
ず

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

▼
対
象

大
学

大
学
院
含
む

や
短
大

ご
存
じ
で
す
か
？
国
民
年
金
の

学
生
納
付
特
例
制
度

遺
跡
の
保
護
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

広報のぼりべつ2011年 4月号

教

育
平成 年度の各保険料（税）につ
いて、これまで特別徴収（年金から
の天引き）により納めていた方や、
昨年 月までに 歳になった方、新
たに加入した方などで年金から差し
引くことが可能になった方は、 月
から『仮徴収』が始まります。
仮徴収期間は ・ ・ 月で、こ
れまで年金から差し引かれていた方
は 月の年金から差し引かれた保険
料（税）額と同じ額を、新たに対象
となった方は平成 年度の保険料
（税）を元に算出した暫定的な金額
を天引きします。
その後、国民健康保険は 月、介
護保険・後期高齢者医療は 月に正
式な保険料（税）額を決定し、本徴
収期間である ・ ・ 月で年間保
険料（税）額から仮徴収額を除いた
額を天引きします。
対象となる方には、 月上旬に送
付する『仮徴収額決定通知書（お知
らせ）』で仮徴収額をお知らせしま
す。
※国民健康保険・介護保険は新たに
対象となった方にのみ『仮徴収額
決定通知書（お知らせ）』を送付
します。

国民健康保険税・
介護保険料・

後期高齢者医療保険料
の仮徴収のお知らせ

問い合わせ
国民健康保険グループ
（緯○ ）

年金・長寿医療グループ
（緯○ ）
高齢・介護グループ
（緯○ ）

年
金
・
医
療

▼
申
し
込
み

▼
問
い
合
わ
せ

中
の

Ｇ

は

グ
ル

プ

の
略
で
す


